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優先して取り組む事項
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出典：第二期成年後見制度利用促進基本計画 最終とりまとめ概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000871257.pdf 



第二期基本計画の工程表とKPI
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出典：第二期成年後見制度利用促進基本計画 最終とりまとめ概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000871257.pdf 



成年後見関係事件の概況 －令和2年1月～12月ー

4
出典：最高裁判所事務総局家庭局

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/20210312koukengaikyou-r2.pdf

＜過去5年における申立件数の推移＞ ＜成年後見制度の利用者の推移＞



成年後見制度 成年後見登記制度
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出典：法務省民事局 パンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001312918.pdf



成年後見制度 成年後見登記制度
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出典：法務省民事局 パンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001312918.pdf



任意後見契約 登記事項証明書 サンプル
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出典：法務省民事局
https://www.moj.go.jp/MINJI/pdf/03/04.pdf



成年後見制度 成年後見登記制度
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出典：法務省民事局 パンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001312918.pdf



9

では、任意後見制度の基本を確認した上で
任意後見制度がわかりにくいと感じるのは何故か？

わかりにくいにもかかわらず、なぜ任意後見制度を広げていこうとするのか？

 任意後見契約を締結しただけでは始まらないからではないか。
 任意後見契約以外のほかの契約と組み合わせて利用されることが多いからではないか。

法定後見にはない利点があるからではないか。

では、その利点は何だと思いますか？



任意後見の最大の利点
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出典：法務省民事局 パンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001312918.pdf

誰に、何を頼むか、自分で決められる

自分で後見人を
決めることができる・・ということ

任意後見人にやってもらうことは、
代理権目録に記載されるが・・・・
具体的に、
代理権目録を見てみましょう



登記事項証明書 サンプル
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出典：法務省民事局
https://www.moj.go.jp/MINJI/pdf/03/03.pdf 

比較として、
補助の代理行為

目録



12

任
意
後
見
契
約
を
締
結
す
る

任
意
後
見
監
督
人
選
任
申
立
て
を
す
る
＝
任
意
後
見
契
約
の
発
効

本
人
死
亡
で
終
了

任
意
後
見
受
任
者
が
任
意
後
見
人
に
な
る

＝

この時間は委任者が、
自分の考えや思いを、受任者に伝えることができる期間

例えば、通り一遍の代理権目録には表れない
「どのような介護サービスを希望するのか」
「どのような状態になったら施設に行こうと思っているのか」
などを伝えることができる。

医療に関することであれば、任意後見契約書の公正証
書のほかに「医療に関する事前指示書」などを作成する
という方法もある。

そのほか「ライフプラン」などもある

医療に関する事前指示書やライフプランなどは
この期間のなかで、随時アップデートしていけばよい。

ここの時間の流れ
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この利点「任意後見契約締結後、発効までの期間がある」故の問題点は何か？

それは「任意後見の発効の有無」に係ること

一方で、その間の任意後見監督人選任申立て
（つまり任意後見の発効申立て）は、年800件に満たない。

平成27（2015）年に、任意後見の契約締結数が１万件を超えた。
（法務省 登記統計より：2015年 10,704件）
その後、変動があるが令和2（2020）年は、11,717件。

もちろん、契約時と発効時は同じではないので、同年で比較はできない。
また、発効せずに終了するケースもある。

しかし、発効数が少なすぎるのではないか、という懸念がある。

適切に発効させることが必要



任意後見の発効
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出典：法務省民事局 パンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001312918.pdf

任意後見受任者は、
適切に任意後見監督人選任申立てをすることが必要

しかし、本人が、それを認めるか？

発効のタイミング＝判断能力の低下したこと
を、どうやってつかむか？

一つの方法として「見守り契約」

任意後見の発効には、原則、本人の同意が必要
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委任者・受任者間の理解を深める時間にできる

「医療に関する事前指示書」「ライフプラン」等の
アップデートができる

委任者と受任者が定期的に連
絡をとりあう

電話や面談の組み合わせ

任意後見発効のタイミングをつかむため
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任意後見契約を補完する契約等

死後の
サポート等
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委任者・受任者間の理解を深める時間にできる

「医療に関する事前指示書」「ライフプラン」等の
アップデートができる

＊判断能力に問題はないが金銭管理等が必
要な事態

財産管理等委任契約

任意後見発効の
タイミングをつかむため

（注意）任意代理人を監督するのは自分だ
け
＊管理する財産や代理権の範囲を制限する
必要あり
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委任者・受任者間の理解を深める時間にできる

「医療に関する事前指示書」
「ライフプラン」等のアップデートができる

＊判断能力に問題はないが金銭
管理等が必要な事態
（注意）任意代理人を監督する
のは自分だけ
＊管理する財産や代理権の範囲
を制限する必要あり
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＊ここでできることには
限りがある

＊遺産の処分
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財産管理等
委任契約

死後事務
委任契約

＊ここでできる
ことには
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＊遺産の処分

発効前の
サポート

死後の
サポート等

発行の
タイミングを
捉える工夫

任
意
後
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契
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の
発
効

遺言

任意後見契約と任意後見契約を補完する契約等

（注意）任意代理人を監督する
のは自分だけ
＊管理する財産や代理権の範囲
を制限する必要あり



任意後見の利用法（死後のことは除く）
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Ⅰ 将来型
任意後見契約だけを締結
将来、判断能力が不十分になった後の支援だけでよい場合

Ⅱ 移行型
任意後見契約と財産管理等委任契約を締結
判断能力のある今から支援を受けられるようにしておきたい場合

Ⅲ 即効型
任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人選任申立てをする

ただ、「自分で決める」という任意後見の最大の利点、「誰に」頼みたいか、を廃除できないとも考える。
即効型を利用する場合は、より慎重さが求められる。

これは、任意後見契約時にすでに判断能力が減退しているということ
この場合には、基本的には「補助」を利用、と考える。

但し、左記Ⅰ,Ⅱにおいては、
見守り契約に限りませんが、
任意後見発効のタイミングを
つかむための手段を講じてお
くことは必要



任意後見等検討にあたっての留意事項
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１．本人の求めていることは何か

２．契約であること

３．任意後見に係る費用

４．任意後見人はできないこと

５．代理権を定めるあたって



任意後見等検討にあたっての留意事項
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６．財産管理等委任契約を利用する場合

７．受任者について

８．発効について

９．任意後見と法定後見の相互関係

10．親族等とのかかわり
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